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トランプ政権：共和党と税制改革へ取り組む、

オバマケア撤廃失敗の教訓を生かせるか

トランプ政権の財政政策実現に向けた予算編成が本格化する運びです。今回は予算作成のプロセスを振り返りま
す。米国の予算（歳出）作成の大枠は予算教書、予算決議、調整などで構成されます。

2017年3月29日

米国財政政策を知る － その2

トランプ政権の財政政策実現に向けた予算編成が本格化す
る運びです。今回は予算作成のプロセスを振り返ります。
米国の予算（歳出）作成の大枠は予算教書、予算決議、調
整などで構成されます（図表1参照）。
まず、大統領が議会に予算教書を提出します。予算教書と
は大統領の予算要求的な性格で、提出目安は2月ですが、
組閣に手間取ったトランプ大統領は骨格（裁量的支出に限っ
た）を3月に、詳細を5月に提出予定と大幅に遅れています。
ここから先は議会が主役となります。予算教書を踏まえ、米
国議会は予算決議を作成します。予算決議は歳出、歳入、
財政赤字、債務残高限度など10年先の収支見込みを示す、
マクロ的な予算編成の枠で、議会で可決します。ただし、近
年、予算決議の形骸化が問題となっており、決議の遅れの
常態化、もしくは不成立が頻発しています。
次に予算審議が開始されます。トランプ大統領は簡易版の
予算教書を提出しましたが、社会保障や医療保険など非裁
量的支出も含めた予算教書の詳細版を5月に提出見込み
で、この頃から議論が本格化するのかもしれません。「調整」
で行われるのは、予算決議で打ち出された政策が現在の法
律に合致しているか調整が行われるというイメージです。「調
整」の主な目的は財政赤字拡大を抑制することとなっている
ため、積極的な減税政策等を推し進める上で「調整」がネック
となる可能性があります。例えば、上院にはバード・ルールと
いう規則があり、10年を超える年度での赤字拡大（減税）を

北米

米国医療保険制度改革法（オバマケア）の見直し法案の採
決を見送ったトランプ米大統領と共和党指導部は、次のター
ゲットとして税制改革に取り組む姿勢を示しています。2018
年度（17年10月～18年９月）予算成立に向けた動きが活発
化するものと思われます。

どこに注目すべきか：

予算決議、調整、バード・ルール、予算可決

禁じるルールがあります。そもそもは、議会における議事進行
妨害（フィリバスター：米国版の牛歩戦術、憲法を読み上げた
例もあるそうです）を防ぐためのルールでしたが、減税政策に
とって足かせになる可能性が市場では懸念されています。
これ以外にも裁量的予算の上限を定めたキャップなど、財政
赤字拡大を抑制するルールは多いなか、財政政策の実現に
つなげるかに注目しています。
最後に、予算可決の時期については、原則は新会計年度前の
8月末が期限です。しかし、歳出予算法の遅れも常態化、必要
な予算は暫定的に組まれるのが通例です。ただ、経済政策へ
の期待が高いトランプ政権では、成立の内容と共に、成立時
期の極端な遅れは失望となる点に注意が必要と見ています。

※図表1はイメージ図で、実際の予算作成スケジュールは異なる
※図表1では2月の予算教書を開始としているが、それ以前にも予算教書作
成に向け行政管理予算局（OMB）が予算教書の準備などを行っている
出所：米議会予算局（CBO）、各種報道を参考にピクテ投信投資顧問作成

図表1：米国の歳出の予算作成イメージ図

議会

※予算教書提出から6週間以内に上
下両院委員会が意見を提出

3月：予算決議案作成

4月：予算決議成立（15日）

5月：下院、予算審議開始

6月：調整法案の可決

9月：歳出予算法可決

10月：新会計年度開始

大統領

2月：予算教書提出

大統領、年央見通し提出

9月：大統領署名、予算成立

10月：新会計年度開始

※大統領に
拒否権あり


